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令
和
６
年
第
２
回
曽
爾
村
議
会
臨
時

会
が
７
月
24
日
に
開
会
し
、
審
議
さ
れ

た
議
案
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
同
日
閉
会

し
ま
し
た
。

■
補
正
予
算

□
曽
爾
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

　
既
定
の
歳
入
歳
出
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
３
２
，
１
７
８
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

２
，
７
６
５
，
６
４
８
千
円
と
す
る
も

の
で
、
主
な
内
容
は
、
試
験
栽
培
等
リ

ー
ス
ハ
ウ
ス
の
整
備
箇
所
の
変
更
に
伴

う
経
費
及
び
村
道
栂
坂
本
線
災
害
復
旧

工
事
現
場
の
地
滑
り
に
よ
る
調
査･

設
計

費
用
な
ど
の
増
額
補
正
で
す
。

□
曽
爾
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）

　
既
定
の
直
営
診
療
施
設
勘
定
の
歳
入

歳
出
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
，
５
１
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
２
０
，

７
６
２
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内

容
は
、
歯
科
衛
生
士
業
務
委
託
経
費
の

増
額
補
正
で
す
。

■
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結

□「
道
路
災
害
復
旧
工
事
」工
期
の
変
更

「
至
令
和
６
年
７
月
31
日
」
を

「
至
令
和
７
年
３
月
31
日
」
に
変
更

・
村
道
栂
坂
本
線
災
害
復
旧
工
事
の
現

場
で
地
滑
り
が
発
生
し
た
た
め
工
期
変

更
す
る
も
の
で
す
。

　
令
和
６
年
第
３
回
曽
爾
村
議
会
定
例

会
は
、
９
月
10
日
か
ら
同
月
20
日
ま
で

の
11
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
20
日
に

閉
会
し
ま
し
た
。

■
行
政
報
告

○
令
和
５
年
度
財
政
健
全
化
判
断
比
率

の
報
告

■
決
算
認
定

□
令
和
５
年
度
曽
爾
村
歳
入
歳
出
決
算

５
会
計（一般
会
計
、国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
、簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
、介
護

保
険
特
別
会
計
、後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
）の
認
定
。

・
前
田
裕
昭
代
表
監
査
委
員
の
監
査
報

告
の
後
、
議
会
常
任
委
員
会
（
予
算
決

算
委
員
会
大
向
實
委
員
長
）
に
審
査
が

付
託
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
認
定
さ
れ

ま
し
た
。

■
条
例
の
改
正

□
曾
爾
村
体
育
施
設
使
用
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

・
曽
爾
村
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
等
の
体

育
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
物
価
高

騰
に
よ
る
維
持
経
費
の
負
担
増
の
た
め

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

□
曾
爾
村
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

・
国
の
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
現
行
の
被
保
険
者
証
が
令
和
６
年

12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

■
規
約
の
変
更
等

□
奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

規
約
の
変
更

・
国
の
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
現
行
の
被
保
険
者
証
が
令
和
６
年

12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
変
更
を
す
る
も
の
で
す
。

□
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合

規
約
の
変
更

□
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合

の
解
散

□
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合

の
解
散
に
伴
う
財
産
処
分

・
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合

が
令
和
７
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
解
散

す
る
こ
と
に
伴
い
、
事
務
の
承
継
や
財

産
処
分
の
協
議
内
容
等
を
定
め
る
も
の

で
す
。

■
補
正
予
算

□
令
和
６
年
度
曽
爾
村
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）

・
既
定
の
歳
入
歳
出
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
，
６
７
２
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
７

７
９
，
３
２
０
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
児
童
手
当
シ
ス
テ
ム

改
修
経
費
、
ご
み
処
理
広
域
化
事
業
に

伴
う
各
種
調
査
費
の
宇
陀
市
、
御
杖

村
、
曽
爾
村
の
按
分
負
担
金
、
高
齢
者

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
予

防
接
種
経
費
、
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
施

設
整
備
経
費
、
旧
上
曽
爾
小
学
校
プ
ー

ル
跡
地
倉
庫
棟
除
却
調
査
費
及
び
保
育

園
の
早
朝･

延
長
保
育
実
施
に
か
か
る
人

件
費
な
ど
の
増
額
補
正
で
す
。

□
令
和
６
年
度
曽
爾
村
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
既
定
の
歳
入
歳
出
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
１
０
８
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
９
７
，

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

臨　
時　
会

第
３
回
定
例
会

主
な
議
案
と
審
議
結
果
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８
８
８
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
令
和
５
年
度
の
精
算

に
伴
う
支
払
基
金
交
付
金
返
還
金
の
増

額
補
正
で
す
。

■
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
の
諮
問

・
曽
爾
村
山
粕　
新
山
伊
津
子 

氏

・
曽
爾
村
今
井　
田
合　
一
三 

氏　

・
曽
爾
村
葛　
　
穐
西　
美
代 

氏

■
審
議
結
果

  

条
例
の
改
正
、
補
正
予
算
な
ど
提
案
さ

れ
た
内
容
は
原
案
の
と
お
り
す
べ
て
承

認
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
名
の
議
員
か
ら
６
つ
の
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。
質
問
の
主
題
は
次
の
と
お

り
で
す
。
（
発
言
順
）

２
番　
岡
本
久
光 

議
員

①
高
齢
者
移
動
支
援
事
業
に
つ
い
て

②
曽
爾
高
原
公
衆
ト
イ
レ
改
修
工
事

に
つ
い
て

１
番　
佐
治
貴
章 

議
員

①
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
お
け
る
曽
爾

村
の
災
害
対
策
と
災
害
用
品
の
備

蓄
に
つ
い
て

７
番　
木
治
正
人 

議
員

①
主
要
道
路･

幹
線
道
路
被
災
時
に
お

け
る
迂
回
路
の
整
備
に
つ
い
て

②
文
化
財
の
保
全
管
理
に
つ
い
て

４
番　
大
向　
實 

議
員

①
地
震
等
に
よ
り
発
災
に
お
け
る
危

機
管
理
に
つ
い
て

　
詳
細
は
次
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

一　
般　
質　
問

　去る8月25日（日）に「クリーンアップならキャンペーンin曽爾」が開催されました。曽爾村の景
観、自然環境を守るため約60名の方が村内の清掃活動にご参加いただきました。村民の美化活
動、観光客の方々のマナーの向上などによりゴミは年々減ってきています。日本で最も美しい村と
して全国、世界に発
信していくために、
これからも皆様のご
協力よろしくお願い
します。
　早 朝より参加し
てくださった皆様あ
りがとうございまし
た。

　老朽化が進んでいた曽爾村ライ
スセンターの大屋根等の改修工事
に際し、曽爾村から補助金を支援
させていただいたことに対して、9
月2日（月）に奈良県農業協同組合
より感謝状が贈られました。
　この補助金は農業の機能強化に
係る施設・圃場の整備を対象とす
るもので、村の基幹施設である曽
爾村ライスセンター大屋根の一部
改修費用に充てられ、工事は7月末
に完了しました。

2024クリーンアップならキャンペーンin曽爾

奈良県農業協同組合より感謝状をいただきました

写真左：経営管理委員会会長　村本佳宜様
写真右：代表理事理事長　栗原圭一様


